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令和７年第２回東海村議会定例会提出議案説明要旨 

 

令和７年６月２日 

 

令和７年第２回東海村議会定例会に提出いたしました議

案の概要について，ご説明申し上げます。 

今回提出いたしました議案は，専決処分の承認４件，条例

の改正２件，補正予算１件，あらたに生じた土地の確認１件，

字の区域の変更１件，公有水面埋立てに関する意見１件の合

計１０件でございます。 

 

承認第１号 令和６年度東海村一般会計補正予算（第１１

号）の専決処分の承認を求めることについてでございます。

各事業費の確定等に伴い，必要な予算措置を講じるため，令

和６年度東海村一般会計補正予算（第１１号）の専決処分を

いたしましたので，地方自治法第１７９条第３項の規定によ

り報告し，承認を求めるものでございます。 

 

承認第２号 東海村税条例の一部を改正する条例につき

ましては，地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の

一部を改正する法律等の施行に伴い，専決処分をいたしまし

たので，地方自治法第１７９条第３項の規定により報告し，



- 2 - 

承認を求めるものでございます。 

 

承認第３号 東海村都市計画税条例の一部を改正する条

例につきましては，地方税法及び地方税法等の一部を改正す

る法律の一部を改正する法律の施行に伴い，専決処分をいた

しましたので，地方自治法第１７９条第３項の規定により報

告し，承認を求めるものでございます。 

 

承認第４号 東海村国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例につきましては，地方税法施行令及び国有資産等所在

市町村交付金法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い，

専決処分をいたしましたので，地方自治法第１７９条第３項

の規定により報告し，承認を求めるものでございます。 

 

議案第６４号 東海村手数料徴収条例の一部を改正する

条例の制定につきましては，地方公共団体情報システムの標

準化に伴い，固定資産課税台帳に記載されている事項の証明

書の発行単位を変更するため，条例の一部を改正するもので

ございます。 

 

議案第６５号 東海村産業・情報プラザの設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては， 
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東海村産業・情報プラザ内に調理設備を設置し，及び当該設

備の管理を指定管理者に行わせるほか，所要の改正を行うた

め，条例の一部を改正するものでございます。 

 

議案第６６号 令和７年度東海村一般会計補正予算（第１

号）につきましては，予算総額に歳入歳出それぞれ９９２万

２千円を追加し，予算総額を２３９億５,６９２万２千円とす

るものでございます。 

補正の主な内容につきましては，村松小学校進入路の整備，

合葬式墓地の整備に係る実施設計，コミュニティセンター非

常用発電機の設置工事に係る基本設計等に必要な予算措置

を講じるものでございます。 

 

議案第６７号 あらたに生じた土地の確認につきまして

は，茨城港常陸那珂港区の北ふ頭地区内の公有水面埋立ての

竣功認可に伴い，本村内に新たな土地が生じたため，地方自

治法第９条の５第１項の規定により，議会の議決を求めるも

のでございます。 

 

議案第６８号 字の区域の変更につきましては，議案第 

６７号をもって新たに生じた土地が確認されることを受け

まして，東海村大字照沼字渚の区域を変更するため，地方 
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自治法第２６０条第１項の規定により，議会の議決を求める

ものでございます。 

 

議案第６９号 茨城港常陸那珂港区の公有水面埋立てに

関する意見につきましては，公有水面埋立法第４２条第３項

において準用する同法第３条第１項の規定により，茨城港 

港湾管理者 茨城県 代表者 茨城県知事 大井川 和彦 

氏から，中央ふ頭地区地先の公有水面埋立てに関する意見を

求められましたので，同条第４項の規定により，議会の議決

を求めるものでございます。 

 

以上，提出いたしました議案について概要を申し上げまし

たが，詳細につきましては，お手元の議案書等によりご審議

のうえ適切なる議決を賜りますようお願い申し上げます。 

 

なお，今会期中に，工事請負契約の締結１３件，工事施行

協定の締結１件，備品購入契約の締結７件，人事案件２件を

追加提出いたしたく準備中でございます。 

後ほど提出いたしますので，よろしくお願いいたします。 

 

また，これに加えまして，第２１７回通常国会で審議中の

「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部
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を改正する法律案」が成立し，投票立会人，開票立会人等に

係る経費基準額の増額改定がなされた場合は，当該職に係る

報酬額を見直す条例の改正１件，及び本年度執行予定の選挙

における当該職に係る予算を当初予算額から増額するため

の補正予算１件の追加を予定しておりますので，併せてよろ

しくお願いいたします。 

 

以上で，提案理由の説明を終わらせていただきます。 


